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伊方原発運転差止訴訟第６次原告募集

裁判官の心を揺さぶり勝利判決を

伊方原発の運転差止訴訟は、四国電力株式会社を被

告として松山地裁に提訴した民事訴訟です。２０１１

年１２月８日の第１次訴訟から１２年目になります。

第５次訴訟までに、原告は１４１９名に達しました。

「一日も早く裁判で原発をとめたい」と奮闘してきま

したが、仮処分申立も間にはさみ、想定以上に長い期

間を要しました。

本年４月、３名の裁判官全員が交代したことを機会

に、私たちは、この３名の裁判体において伊方原発の

運転差止判決を得ようとしています。運転差止判決を

得るには、裁判官に原発の危険性を充分認識してもら

い 「原発をとめなければ」との判断に至ってもらう、

ことが必要です。

そのため、一つには、法廷内で四国電力の言い分を

完全に打ち破ることが不可欠であり、これは「伊方原

発をとめる弁護団」の奮闘によって、達成しうると確

信しています。もう一つは、住民の願い、国民世論の

強力な後押しがはっきりと見えることです。

、 、こうした点を考慮し 私たちは第６次訴訟を決意し

原告募集を行うこととしました。１４００人を超える

原告に、さらに新たな原告が加わることで、運転差止

を求める住民・国民の声の強さ・大きさを、裁判官に

伝えたいのです。

締切は 月末日、提訴は 月 日に9 10 ２０

すでに原告であるみなさまには、ぜひ友人・知人に

応募をお勧めくださるよう切にお願い申し上げます。

応募要領は右記のとおりです。全国どこからでも参加

できます。

どうか、第6次訴訟の成功のため、お力をお貸しく

ださるよう重ねてお願い申し上げます。

１ 応募に必要なもの

「委任状」および「承諾書」i
（用紙は「伊方原発をとめる会」ホームページから

ダウンロードできます ）。

（ 。）i訴訟費用 1万円 送金先は８頁をご参照ください

（全額弁護団にお渡しします。多くは裁判の印紙代と

なり、残額は弁護団の交通費等にあてます。弁護費

用は無償で貢献いただいております ）。

２ 応募の目標及び締め切りなど

目標 50名の新規原告i
（国籍や年齢不問 未成年者は親権者の同意が必要）、

締め切り 2022年9月30日 必着i （金）

（応募者に活動参加を義務化することはありません。

また了解なく原告氏名を私たちが公表することはあ

りません。なお、他の裁判所で伊方原発運転差止訴

訟の原告となっている方は、原告になれません ）。
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松山地方裁判所３１号法廷９月２９日 １４時３０分開廷（木）

原告は１３時、傍聴希望の方は１３時３０分、松山地裁ロビーにお越しください。

火山・避難計画についての再反論。 原告お二人の意見陳述を予定。

松山市二番町４-５-２）※ 記者会見・報告集会 １５時４５分頃～ Ｒｰ２番町ビル５階（



- 2 -

熱 く 語 っ た
市川守弘弁護士

7月18日、松山市の

総合コミュニティセン

ター大会議室で、第6次

提訴に向けたキックオ

フ集会を開催し、70名

が参加しました。

須藤昭男「とめる会」事務局長の開会挨拶の後に、

札幌地裁で5月31日に北海道電力・泊原発の運転差止

判決を勝ち取った、当時の弁護団長である市川守弘弁

護士 が登壇して記念講演 「こうして(旭川弁護士会) 。

勝った泊原発訴訟―泊原発運転差止判決を受けて」と

。 、 、題して熱く語ってくださいました また 講演後には

会場からの質問に一つひとつ丁寧に応答されました。

第 6 次 提 訴 の 訴 え

中川創太弁護団事務局長が伊方裁判の現状を報告

し、一人でも多くの傍聴をと訴えるとともに、第6次

提訴への期待を表明しました。次いで「とめる会」の

松浦秀人事務局次長が、最近の一連の原発訴訟の判決

、 。に触れながら 第6次訴訟の意義を力強く訴えました

、 。続いて 原告に応募予定の塩川まゆみさんが決意表明

越智勇二事務局次長の閉会の挨拶で、熱気に包まれた

集会は終了しました。

市川講演の要旨

① 泊訴訟の特徴
規制委員会で、北海道電力の設置変更申請が認めら

他の原発訴訟ではれず、運転停止状態の中での訴訟（

。規制委の認可済みのケースが大半）

道内外の支援者約３，６００人。道内のさまざまな会や

道内の脱原発派のほとんどの人を巻き込んだ闘い。

② 訴訟上の争点
敷地内断層、地震・津波、火山の安全性、防災計画の

適否など。

③ 審理の状況
訴訟は８年半過ぎていることから、規制委の審査中を

理由とする北電の審理続行の要請を認めず結審。

④ 判決の内容
津波の危険性に着目し、その他の争点は「検討するま

でもない」として運転停止を命じた。廃炉措置や使用済み

核燃料の撤去などの請求は棄却。

⑤ 泊判決の影響
全国の原発訴訟では、規制委の適合性審査があるま

市
川
守
弘
弁
護
士

で判決をしないという 塩漬け訴訟 があるが、毅然とし「 」

て司法の独立を示した札幌地裁の判決が、塩漬け訴訟に

大きなくさびを打ち込んだこと。

⑥ 泊原発訴訟―高裁での課題
30キロ圏外の住民を、過酷事故時の救済対象に含め

ず、また避難計画の対象にしていないこと。

使用済み核燃料の撤去先を、原告側も特定出来てい

ないこと。

廃炉の要求をしたが、認められていない。カラの原子炉

の危険性とは何か 誰も言及していない）。（

⑦ 地球温暖化防止のため原発が必要との議論
そもそも 気候変動 関する国際連合枠組条約」に、「 に

温暖化による 自然の生態系及び人類に悪影響を及ぼ「

す恐れがあることを憂慮し と明記されていて、自然生態」

系の保護に反する原発など、許されないことは自明。

⑧ 再エネ事業はすべて善か？
再エネ事業 での山の切り（ ）大規模風車、メガソーラー

崩しに起因する、土砂災害の危険性や低周波被害などの

公害が発生、社会的弱者の地域に建設されていて、平等

に反する。

⑨ 地域ごとのエネルギー、地産地消を
原発を含む大型発電事業でなく、地域住民がどうやっ

て地域の電気を賄うのかを考え取り組んでいるドイツなど

の事例をあげ、そうでないと弱い地域にしわ寄せがくる。

⑩ 最終処分場の問題
（すっつちょう） （かもえ北海道では、寿都町 と神惠内村

が、核のゴミの受け入れを表明。一度受け入れないむら）

ると、その中で次の調査段階に移り、結局抜けられない

。（但し、核のゴミ搬入を禁じる北海道の条例が存在）

「核のゴミは地層処分 とされているが、地下に埋めた」

ら訳が分からなくなる危険性。果たして地層処分で良いの

かの根本論議を。

いずれにしても、まずは、これ以上、核廃棄物を増やさ

ないこと、そのためには原発を動かしてはならない。

キックオフ集会・記念講演 （７月１８日、コミセン）

熱気にあふれた第6次訴訟のキックオフ集会
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第29回口頭弁論伊方原発運転差止訴訟
新 し い 裁 判 官 で 判 決 を

６月２１日、松山地方裁判所にて第２９回口頭弁論

が行われ、コロナによる席数抑制の撤廃で、原告席に

３０名が入廷しました。

弁護団から「弁論更新に際しての意見書」

因縁の法廷で原発裁判の経緯を振り返る

中川創太弁護団事務局長は、３１号法廷が日本初の

原発訴訟「伊方原発１号炉訴訟」が行われた場所であ

ると指摘し、新任の３裁判官らに渾身の意見陳述を行

いました。

そして、その訴訟での最高裁判決は原告住民を敗訴

させたが「原子力災害が万が一にも起こらないように

規制されるべき」と判示した。にもかかわらず、福島

事故の発生を防げなかった司法の責任を問いました。

また、原発事故を二度と繰り返さぬとの決意のもと

での審理を、そして「原子力災害が万が一にも起こら

ないようにする」との原則に基づく安全対策が講じら

れているか否かを判断することを強く求め、この裁判

体で判決を出すことを要請しました。

原告２人の意見陳述

福島出身の原告共同代表の叫び

福島を愛媛で繰り返してはならぬ

会津出身の須藤昭男さんは、50年前に教会設立の

ために牧師として松山に赴任。原発に違和感もなく暮

らすも、福島原発事故に強い衝撃を受けました。そし

て「伊方原発をとめる会」の設立に参加。2016年の

3号機運転差止仮処分申請でも「福島を繰り返すな」

の想いのもと、申立人になりました 「伊方原発3号。

機はプルサーマル運転であり、しかもすぐ近くに活断

層がある。このような危険な原発は一刻も早くとめな

ければならない」として、裁判長に「生きた司法判断

を切にお願いする」と力強く訴えました。

第一次伊方訴訟の原告団長の言葉に打たれ

また福祉施設の理事長としての不安

大野恭子さんは、1986年のチェルノブイリ原発事

故や87年、88年の伊方原発2号炉の出力調整実験に

、 、衝撃を受けて 第1次伊方原発訴訟の傍聴に通う中で

原告団長の廣野房一さん の「子孫に禍を残し（故人）

てはいけない」との言葉に打たれたと語りました。

また障がい者支援施設の理事長として、西日本豪雨

の際に体験した障がい者避難の困難な状況や、松山市

内の施設は原発から僅か50㎞の距離なのに、30㎞圏

内の避難者の受け入れ義務を負うという矛盾を語りま

した。

そして 伊方原発過酷事故前夜にいる 私たちが 原「 」 「

発のない社会」を作っていくために「司法は未来を守

」 。り人権を守る最後の砦 であって欲しいと訴えました

「傍聴席をもっと埋め尽くして！」と弁護団

閉廷後の記者会見では、薦田伸夫弁護団長から今回

の裁判官らに判決を書いてもらうべく、弁護団も全力

投球でいくとの決意表明がありました。

また、中川弁護士からは法廷での弁論更新の概略が

述べられました。両弁護士から「次回以降は、傍聴席

を支援者で埋め尽くす努力をして欲しい」との強い要

（この日の法廷では提訴後初めて傍聴望がありました

。席に空席がありました）

記者からの質問で、5月の札幌地裁泊原発差止訴訟

（国の責任の住民勝訴、6月の避難者裁判最高裁判決

の伊方訴訟への影響を問われた薦田弁護士はを否定）

直接的な影響はともかくとして、最高裁の三浦守判事

の反対意見は、今の法制を踏まえて多数意見をあらゆ

る点で論破していると評価しました。

また、津波対策や避難計画について問われると、伊

方原発は5000人が避難困難となる日本で最悪の原発

、 。なので そのことも主張・立証していくと答えました
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伊方原発の廃炉を求めて 第12回定期総会
５月２９日、伊方原発をとめる会 第１２回定期総会が、松山市男女共同参画推進センター（コムズ）で開催

されました。

「原発は温暖化対策として有効なのか」

90名を越える聴衆 記念講演に耳を傾ける

講師の大島堅一さ

（原子力市民委員ん

会座長、龍谷大学政

は、総策学部教授）

会の前日に伊方地区

を訪れて、初めて伊

方原発と対峙されま

した。その第一印象

は｢佐田岬半島に張り

付くように狭い敷地

に建っていて、道路から丸見えで無防備すぎる｣。伊

方原発の立地不適を語られて、講演が始まりました｡

原発事故は､ １）被害が大きくて元に戻らない｢不

可逆性｣､ ２）被害や影響が不均等に発生する｢同世代

の不平等｣､ ３）世代を超えて被害が及ぶ｢世代を超え

た不平等｣がある。よって原発は、倫理的に欠格であ

るとした上で、配布資料をもとに、(１) エネルギー

政策と環境問題、(２) カーボンニュートラルに向け

た政策動向、(３) 避けられない原子力発電の衰退、

(４)「再エネも､原子力も必要か？｣、の４点を中心に

分かりやすくお話いただきました｡

原発を巡っては、国の「２０５０年カーボンニュー

トラル宣言」や最近の原油高などに乗じて、再稼働や

小型原子炉の開発などの動きが活発化してきていま

す。大島さんは、独自の発電コスト試算の結果 「経、

済的観点からみれば、ほとんど全ての原発で、再稼働

に合理性はない」と断じ、さらに「原子力とCO２排

出削減」の関係については、世界１２３カ国の２５年

間のデータの統計分析によると 「原子力発電量の多、

さは、CO２排出の削減に影響を与えない」との結果

が出ていることを紹介しました。

結論として、原子力発電は、事故や放射能性廃棄物

等、環境に破壊的な影響を与えるため、持続可能性に

反し、気候変動対策に適さないと述べて、充実した１

時間の講演を終えました。

「 、 」参加者からは 分かりやすかった 良く理解できた

などの感想が寄せられ、記念講演は好評でした。

大島堅一さん

伊方原発運転差止訴訟の勝利に向けて

第６次提訴に取り組むことに

第１２回定期総会は､議長にとめる会共同代表の中

尾寛さん､幹事の渡邊典子さんを選出した後､中川創

太弁護士 から、（伊方原発をとめる弁護団事務局長）

昨年の総会から１年間の裁判の経過説明があり､６月

２１日の第２９回口頭弁論では、裁判官が３人とも人

事異動となり、新しい裁判官と交代するため、今まで

提出してきた大量の準備書面を系統的にまとめる作業

をしていること、また、原告席・傍聴席とも入廷制限

が大幅に緩和される見込みのため、大勢の原告・支援

、 。者の参加をお願いしたい との強い要望がありました

次に、和田宰事務局次長より経過報告、続いて事務

局の奥田恭子さんより決算報告、監事の篠崎英代さん

より会計監査報告があり、質疑討論を経てそれぞれ承

認されました。

続いて、松浦秀人事務局次長より活動方針案、予算

案、２０２２年度の役員案が提案されました。活動方

、 、針では 新たに第６次提訴に取り組むことが発議され

（オン承認されました。また、拡大幹事会議にズーム

を活用することで、南予・東予の方々にライン方式）

も積極的に役員になっていただくことができるように

なりました。

また、福島原発事故避難者訴訟 につい（愛媛訴訟）

て、裁判を支える会の田渕紀子さんから、最高裁判所

第二小法廷で５月１６日、原告意見陳述が終わったこ

と、６月１７日に最高裁の判決があることが報告され

ました。

最後に、越智勇二事務局次長の閉会の挨拶で、総会

は終了しました。

第12回定期総会の記念講演 （５月２９日、コムズ）


